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４．カリキュラムの活用・普及に向けて  

 

今回実施した「若手デザイナーのための知財マネジメント」講座には、関西地域の 11 大学、1

専門学校の学生が参加し、専攻もプロダクト、空間、グラフィック等、幅広いデザイン分野から

積極的な参加があった。また、講座に対する評価も総じて高く、デザイナーとして知的財産権や

そのデザインマネジメントに対する学生の関心は高いものと考えられる。 

 

こうした教育ニーズに対して、大学サイドにおいても、それぞれの得意分野を生かしながら連

携を強化し、体系的な知識を習得できるカリキュラムを構築し実施していくための仕組みを構築

していくことが求められる。 

実際、今回の講座には、多様な分野で活躍している大学・デザイナー等が講師として参加し、

既に講師や受講生の間でデザイン・ネットワーク化が図られつつあり、このネットワークを引き

続き強化しながら、関西のデザイン力向上に繋げていくことが重要である。併せて、今後は大学

生のみならず、社会人向けのより実践的なデザイン人材育成カリキュラムを開発し、若手デザイ

ナーの知識・能力向上に繋げていくことも重要であろう。 

 

以下、現在想定できる活用・普及方策等について、提示する。 

 

①大学教育（学部・大学院）等における活用 

１）大学院でのカリキュラム活用 

大学学部教育過程の学生は、講座を受ける前提となる基礎知識の習得が未だ不十分で、さら

には時間的な制約もあることから、大学院レベルでの導入を検討すべきではないかとの指摘も

あり、今後は大学のみならず大学院でのカリキュラム活用も視野に入れた展開が期待される。 

２）大学間連携（コンソーシアム）による共通講座の開設 

関西の芸術系大学等が連携を強化し、各々の強みを生かした大学間連携コンソーシアムによ

る共通講座の開設も考えられる。その際には、単位の互換認定が可能な講座とすることが有効

である。例えば、神戸芸術工科大学の規定によれば、90 分 15 コマの講義で２単位の認定が可

能であることから、それに準じて、以下のようなカリキュラム構成（イメージ案）が想定でき

る。 

【カリキュラム構成の拡充イメージ案】 

知財マネジメント科目群において、知的財産権についての基礎知識の解説、知的財産戦略

の実際についての解説の時間を拡充する（②⑥）。また、経営マーケティングの基礎知識の習

得に重点をおいた科目を設けることにより、デザインマネジメント全般の基礎知識の習得に

つなげる（⑨）。 

さらに、知的財産権、デザインマネジメント、デザイナーの役割の関連性について総合的

に習得できるよう、背景となるデザイン産業事情や事業環境変化についての解説を加えたう

えで、デザインプロセスの現場で応用できる能力を養成する演習形式の科目を設ける（⑫、

⑭⑮）。 
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 ※ 科目名の網掛け部分が追加・拡充した科目。 

 

 

 

①デザインと知的財産権（基礎編） 

②デザインと知的財産権（基礎編） 

③デザインと知的財産権（実践編） 

④デザイン経営における知財の戦略的活用 

⑫デザイン産業事情 

⑦デザインインテグレーション 

⑧デザインイノベーション 

⑨デザインマーケティング（手法編） 

⑬デザインビジネス 
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⑤知財によるデザインリスクマネジメント 

⑥知財によるデザインリスクマネジメント 

⑩デザインマーケティング（実践編） 

⑪デザインブランディング 

⑭商品デザイン演習① 

＊デザインに関連する知的財産権についての法制度と各知的財産権（意匠権、

商標権、著作権等）の内容についての解説を拡充。 

＊経営におけるデザイン活用の観点からリスク回避に有効な知財戦略の重要

性についての解説を拡充。 

＊知財マネジメントやデザインマネジメントが必要とされる経済環境変化、

デザインビジネスを取り巻く事業環境の動向について解説。 

＊知的マネジメントやデザインマネジメントの知識を現場に応用する技術を

習得するための商品デザインの演習プログラム。 

＊経営マーケティングの基礎知識とともに、デザインマーケティングのプロ

セス・手法についての解説。 

⑮商品デザイン演習② 
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②社会人実践教育等における活用 

１）社会人向け「知財マネジメント講座」への応用 

今回開発したカリキュラムは大学生に主眼を置いたものであるが、知的財産権や知的財産権

を活かしたデザインマネジメント能力に関しては、既に社会で活躍しているデザイナーからの

ニーズも高く、今回開発したカリキュラムをベースに社会人向け講座を開催することも重要で

ある。 

２）知財マネジメン教育の中等教育等への浸透 

平成 21 年度から文科省が実施する「中学・高校教員の免許更新制」に伴い、大学などが開設

する免許状更新講習において活用することも可能で、今後の検討が期待される。 

 

 

 

 

こうしたデザイン経営をマネジメントできる人材の養成を進めることにより、将来的に世界で

活躍できるスターデザイナーが関西発で生まれ、企業の競争力強化に繋がるものと期待している。 
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